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9号マンホール(写真)

中央管廊端部

汚水管（返流水配管）

仮設ヤード位置

：電気室

別紙8

責任分界点

ブロワ棟南9号マンホール

雨水排水溝

放流渠

返流水ピット(返流水質測定場所)



上水、井水、再利用水、マイスト水供給ライン
凡例： バルブ開 通水 ⇒ 通水 バルブ閉 止水 電動弁

備考： 細部にあっては省略

0号井戸 1号井戸 導水路（201号付近） 導水路（303号付近） 導水路（210号付近）

→ 給水棟 → 特高碍子洗浄装置 → 噴水池散水栓

→ 工事業者現場事務所 → 噴水

→ 塩素混和池棟、次亜塩タンク

→ 再利用水棟

→ 工作棟

ポンプ棟 → B2消火水槽 B2水洗脱臭水槽 → B3ビルジピット他

→ 1F受水槽 （加圧水水槽） → B2生物脱臭、沈砂池

⇒ RF高架水槽 ⇒ しさ揚水設備 → 1F搬出室

⇒ 2Fホッパ室 ⇒ 水洗脱臭 → 2Fホッパ室

⇒ 1F湯沸室、WC → 屋外散水栓

⇒ B2管廊 B2潤滑水槽 → 屋外消火栓

⇒ B3ポンプ室 ⇒ 揚水ポンプ

ブロワ棟 → 1F受水槽 → B1発電機冷却水槽（将来用） → B2ブロワ冷却水槽

⇒ B1消火水槽 → B1プライミング水槽用 → 屋外消火栓

⇒ RF高架水槽 （将来用、水槽無し）

⇒ 散水栓

⇒ 1F湯沸室、WC

水処理 → 洗面（4,5号管廊、2系水処理上面） → 散水栓 → 散水栓

軸封水 （4,5号,メイン,中央管廊） （6号管廊、2,3系上面）

⇒ 2系PACタンク （2系余剰,返送） → 軸封水 → 消泡水

（2系汚泥輸送） → 各池水張り

→ 終沈シャワー

→ 3系PACタンク

管理本館 → 1F消火水槽 → 1F発電機冷却水槽 → 屋外散水栓

→ 1F受水槽 → 屋外消火栓

⇒ RF高架水槽

⇒ 3F水質試験室、WC

⇒ 2F控室、湯沸室、WC

⇒ 1F厨房、浴室、WC

処理水再利用水棟 → 散水栓

汚泥棟 → 1F消火水槽

→ 1F受水槽 1F再利用水槽

⇒ RF高架水槽 ⇒ RF高架水槽

⇒ 2FWC ⇒ 薬品溶解

⇒ 1F控室、WC ⇒ 散水栓 → 1F圧搾水槽

⇒ 生物脱臭 ⇒ 脱水機洗浄水

⇒ 重力濃縮 ⇒ 洗浄槽

⇒ 消化槽 ⇒ コンベア洗浄

⇒ 洗浄槽

機械濃縮棟 ⇒ 2FWC → 散水栓 → 機械濃縮洗浄水槽

⇒ 1F洗面 → 軸封水 ⇒ 濃縮機洗浄水

→ 薬品溶解

1号焼却 → 洗眼 → 排煙処理水槽

→ 冷却水槽 ⇒ 排煙処理

⇒ 各冷却水 ⇒ 灰加湿

⇒ 苛性タンク ⇒ コンベア洗浄

⇒ 散水栓

2号焼却 → 洗眼 → 冷却水槽 → 排煙処理水槽

⇒ 各冷却水 ⇒ 排煙処理

⇒ 苛性タンク ⇒ 灰加湿

⇒ コンベア洗浄

⇒ 散水栓

3号焼却 → 洗眼 → 各冷却水 → 排煙処理

→ 苛性タンク → 灰加湿

→ コンベア洗浄

→ 散水栓

原水槽

ろ過水槽 マイスト水槽

上水 井水 再利用水 マイスト水

給水棟 給水棟 1,2系再利用水棟 原水移送ポンプ マイスト設備

M
ろ過

M

M
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ＰＦＩ事業者所掌
県所掌

次頁②

次頁①
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分界点① 分界点②

県　　　　PFI事業者 県　　　　PFI事業者

（フランジで分界） （フランジで分界）
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生汚泥分界点（フランジで分界）

余剰汚泥分界点（フランジで分界）

PFI事業者　　　　県

PFI事業者　　　　県

中央管廊端部　生汚泥及び余剰汚泥、火災報知器端子盤　責任分界点

火災報知器端子盤（責任分界）
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構内電話端子盤（責任分界）

放送設備端子盤（責任分界）

電話設備、放送設備　責任分界点
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県 PFI事業者

県 　PFI事業者

　ブロワ棟南9号マンホールまでPFI事業者管理

県 PFI事業者

県PFI事業者

県 PFI事業者

再利用水 責任分界点（管廊内、建屋入口可とう継手部で分界）

再利用水 責任分界点
（管廊内、建屋入口可とう継手部で分界）

マイスト水 責任分界点（管廊内、建屋入口可とう継手部で分界）

生汚泥 責任分界点(汚泥棟前・管廊端部フランジで分界)

余剰汚泥 責任分界点（汚泥棟前・管廊端部フランジで分界）
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県　PFI事業者

県 PFI事業者

余剰汚泥 責任分界点（汚泥棟前・管廊端部フランジで分界）

再利用水 責任分界点
（管廊内、建屋入口可とう継手部で分界）
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県　　　　PFI事業者

県　　　　PFI事業者

PFI事業者       県

（ブロワ棟南9号マンホールまでPFI事業者管理）

余剰汚泥 責任分界点（汚泥棟前・管廊端部フランジで分界）

再利用水 責任分界点
（管廊内、建屋入口可とう継手部で分界）

マイスト水 責任分界点（管廊内、建屋入口可とう継手部で分界）
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ＰＦＩ事業者所掌

県所掌

常閉

常閉

上水散水栓

常閉
再利用水,井水

【責任分界点】
再利用水管：再利用水施設棟前、建屋入口可とう継手部（管廊内）
マイスト水管：再利用水施設棟前、建屋入口可とう継手部（管廊内）
洗浄水管：再利用水施設棟前、建屋出口可とう継手部（管廊内）
水道管：再利用水施設棟前、建屋入口可とう継手部（管廊内）
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　　　　　　PFI事業者
(破線内部、排熱利用可)

県　　　　PFI事業者

汚泥移送設備：移送コンベア、移送ポンプ及び配管までをPFI事業者、トリッパ、ケーキ供給弁以降を県とする。

汚泥搬出設備：事業開始前までに汚泥棟からの電力供給に切り替える
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PFI事業者
排熱利用を
可能とする



別紙8-12

PFI事業者
排熱利用を
可能とする
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PFI事業者
排熱利用を可能とする
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PFI事業者
排熱利用を可能とする



汚泥処理事業_配電盤所掌（案）-25
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ＰＦＩ事業者所掌

県所掌

配電盤（AH15、AH42）二次端子台までを県、それ以降の電源送りケーブルも含めPFI事業者とする。

配電盤（TH11、TH12）二次端子台までをPFI事業者、それ以降は、電源送りケーブルも含め県とする。
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ＰＦＩ事業者所掌

県所掌
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別紙8-17

ＰＦＩ事業者所掌

県所掌



別紙8-20
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ＰＦＩ事業者所掌

県所掌
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事業開始前までに県が管理本館へ移設

運転・操作

ＰＦＩ事業者所掌

県所掌



別紙8-20

事業開始前までに県が管理本館へ移設

保守・点検

ＰＦＩ事業者所掌

県所掌
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運転・操作

ＰＦＩ事業者所掌

県所掌

事業開始前までに県が管理本館へ移設
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保守・点検

ＰＦＩ事業者所掌

県所掌

事業開始前までに県が管理本館へ移設


